
 

 

第２２４回入札監理小委員会 議事要旨 

 

 

１ 開催日時 平成２４年７月６日（金）１９：１０～２０：２１ 

２ 場所 永田町合同庁舎第３共用会議室 

３ 出席者 

 ［委 員］樫谷主査、渡邉副主査、稲生専門委員、石村専門委員、古笛専門委員 

［法務省］民事局 小出総務課長、藤田局付、大竹民事監査官、宮城課長補佐 

     入国管理局 佐々木総務課長、福原総括補佐官、磯部補佐官、柏原法

務専門官 

［日本年金機構］松田理事、事業管理部門国民年金部 阿蘇部長、田中強制徴収

企画指導グループ長、山口参事役 

     厚生労働省年金局事業管理課 尾山課長補佐 

 ［事務局］栗田参事官 

（議題） 

１．登記簿等の公開に関する事務、外国人在留総合インフォメーションセンター

の運営業務及び地方入国管理局等の入国・在留手続の窓口業務について（非

公開） 

 ２．国民年金保険料収納事業について（非公開） 

  

 

１．小委員会の冒頭、樫谷主査より、本審議においては、率直かつ自由な意見交

換に資する観点から、会議を非公開とし、後日、議事要旨を公開する旨の発

言があり、各委員・専門委員から了承を得た。 

 

２．登記簿等の公開に関する事務について、法務省民事局より、実施状況等につ

いて報告等が行われた。 

 

【事案の概要】 

① 本委託業務を実施しているＡＴＧｃｏｍｐａｎｙ株式会社及びアイエーカ

ンパニー合資会社（以下「両社」という。）に対して、平成２４年１月３１

日に、健康保険法等に違反した虚偽の届出の事実により、略式命令（５０万

円の罰金）が出された。 

② そこで、競争の導入による公共サービスの改革に関する法律（以下「法」と

いう。）第２７条第１項の規定に基づき、本年２月１４日付けで、健康保険

法及び厚生年金保険法に定める手続の適切な履践等について改善指示を発

した。 

③ 今般、両社において、健康保険料等を滞納している事実が発覚した。 



 

 

 

【対応】 

①  両社における健康保険料等の滞納は、上記改善指示における健康保険法及び

厚生年金保険法に定める手続の適切な履践に違反するものであり、法第２２

条第１項第１号トに該当することから、両社との契約を解除することとした。 

② また、解除手続や新たな受託事業者（以下「新受託事業者」という。）の選

定には、約１か月程度の期間を要することから、当該期間については、法第

３３条の２第６項の規定により、現受託事業者の委託業務の全部の停止を命

じる（７月２日から８月３日まで）こととした。 

②  停止期間中は、現受託事業者の業務従事者を法務局の非常勤職員として可能

な限り確保する等して国において本委託業務を実施することとする。 

 

【解除後の措置】 

本委託業務を適正かつ確実に実施するために新受託事業者を緊急に選定

する必要があることから、随意契約により受託事業者を選定することについ

て、各委員・専門委員から了承を得た。 

なお、健康保険料等の滞納などの問題が発生した場合、その情報を早期に

察知することができる方策等について検討を要請した。 

 

３．外国人在留総合インフォメーションセンターの運営業務及び地方入国管理局

等の入国・在留手続の窓口業務について、法務省入国管理局より、実施状況

等について報告等が行われた。 

 

【事案の概要】 

① 本委託業務を実施しているアイエーカンパニー合資会社から、平成２４年７

月１日以降、当該業務の遂行が困難である旨の申し出があった。 

② 健康保険料等を滞納し、日本年金機構から差押予告通知を受けているほか、

従業員の給料も全額支給できないほど経営状況が悪化し、今後、会社として

存続していく目途が立たないとの状況が発覚した。 

 

【対応】 

① 同社の状況を総合的に判断すると、本委託業務を継続的に実施することがで

きないことは明らかであり、このことは法第２２条１項第１号ニに該当する

ことから、同社との契約を解除することとした。  

② なお、既に本年７月２日以降は同社において本件委託業務が実施されておら

ず、現受託事業者の業務従事者を東京入国管理局等の非常勤職員として採用

する等して国が実施している状況にある。 

 



 

 

 

【解除後の措置】 

同社との契約解除後措置としては、本委託業務を適正かつ確実に実施する

ために新受託事業者を緊急に選定する必要があることから、随意契約により

受託事業者を選定することについて、各委員・専門委員から了承を得た。 

なお、平成２５年度の対応については、新たな市場化テストを実施するこ

とも含め、早急に検討を行うこととされた。  

 

４．国民年金保険料収納事業について、日本年金機構より、入札状況等について

報告があり、意見交換が行われた。 

 

【事案の概要】 

① 本年６月２６日から２９日の４日間にかけて２３地区の入札及び開札を行

った。 

② その結果、２３地区のうち１０地区については落札となったが、予定価格超

過により１３地区が不落という状況となった。 

 

【対応】 

① 不落となった１３地区については、本年１０月事業開始に向けて再度公告入

札を実施するには、必要な手続き等の期間（公告期間及び準備期間）の確保

ができないことから、本年１０月から翌年１月までの期間については、随意

契約により受託事業者を選定することとする。 

② なお、随意契約により受託事業者を選定した場合、法第３３条の国民年金法

等の特例が適用されないことから、一部の業務が実施できなくなること等を

鑑み、仕様（業務内容）について必要な見直しを行う。 

③ さらに、平成２５年２月からの事業開始に向け実施要項を見直し、入札を実

施して受託事業者を選定することとする。 

 

【意見交換の主な内容】 

・２３地区のうち落札されたのが１０地区しかないという状況は、何か根本的な

問題があるのではないか。 

・入札予定価格そのものについて課題があるのではないか。入札予定価格やその

仕様も含め、改めて見直しを行った方がよいのではないか。 

・競争性確保の観点から、新規参入組の参加意欲がなくなり、数社での競争とな

ってしまう懸念があるのではないか。 

 

 

  以上 


